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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成29年2月16日(2017.2.16)

【公表番号】特表2017-500952(P2017-500952A)
【公表日】平成29年1月12日(2017.1.12)
【年通号数】公開・登録公報2017-002
【出願番号】特願2016-542246(P2016-542246)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｆ   2/04     (2013.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｆ    2/04     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年6月22日(2016.6.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内腔を画定し、かつ、（ｉ）患者の腎臓の内部または付近に配置される遠位腎臓部と、
（ｉｉ）前記患者の膀胱内部または付近に配置される近位膀胱部と、（ｉｉｉ）前記遠位
腎臓部および前記近位膀胱部の間で患者の尿管内に配置される尿管部を有する中空ボディ
と、
　前記近位膀胱部に設けられ、前記中空ボディから外側に伸長するひとつ以上の突起を有
する第１の移動防止特徴と、
　前記遠位腎臓部、前記近位膀胱部またはその両方に設けられる第２の移動防止特徴と
備え、
　前記第１の移動防止特徴は、前記近位膀胱部の全長より短い長さで伸長し、前記患者の
膀胱内に入らないように構成され、
　前記ひとつ以上の突起は、ひとつ以上の突出部が前記中空ボディの外周を越えて半径方
向に突出しないデリバリ位置から、前記ひとつ以上の突出部が前記中空ボディの前記外周
を越えて半径方向に突出する展開位置へ移動するように構成されたひとつ以上の突出部を
有する、ことを特徴とする尿管ステント。
【請求項２】
　前記第２の移動防止特徴は、コイル構造を含む、請求項１に記載の尿管ステント。
【請求項３】
　前記第２の移動防止特徴は、外側シースからリリースされたとき、外側に拡張するよう
に構成されたメッシュ構造を含む、請求項１に記載の尿管ステント。
【請求項４】
　前記第２の移動防止特徴は、前記第１の移動防止特徴に与えられる断面輪郭を含む、請
求項１に記載の尿管ステント。
【請求項５】
　前記近位膀胱部の近位端に配置された一方向バルブをさらに備える、請求項２から４の
いずれか一項に記載の尿管ステント。
【請求項６】
　前記中空ボディの外側で、かつ、同軸に配置されたスライド可能な外側チューブをさら
に備え、前記外側チューブは、前記展開位置にあるとき、前記ひとつ以上の突出部が通過
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して突出するひとつ以上のアパーチャを有する、ことを特徴とする請求項１に記載の尿管
ステント。
【請求項７】
　前記外側チューブは、前記中空ボディに対する前記外側チューブの位置を選択的にロッ
クするように構成されたロック機構を有する、ことを特徴とする請求項６に記載の尿管ス
テント。
【請求項８】
　前記中空ボディに対する前記外側チューブの第１方向への移動は、前記ひとつ以上の突
出部に、前記展開位置を取らせ、かつ、前記ひとつ以上のアパーチャを通じて突出させる
、ことを特徴とする請求項６に記載の尿管ステント。
【請求項９】
　前記中空ボディに対する前記外側チューブの第２方向への移動は、前記ひとつ以上の突
出部に、前記デリバリ位置を取らせ、かつ、前記ひとつ以上のアパーチャの半径方向内側
に配置させる、ことを特徴とする請求項８に記載の尿管ステント。
【請求項１０】
　前記ひとつ以上の突出部は、三角形、正方形、または円形構成を有する半径方向最外前
縁を含む、螺旋構造を有する、ことを特徴とする請求項１に記載の尿管ステント。
【請求項１１】
　前記半径方向最外前縁の最外直径は、前記中空ボディの最外直径の１．２から１．５倍
である、ことを特徴とする請求項１０に記載の尿管ステント。
【請求項１２】
　前記ひとつ以上の突出部は、ひとつ以上の別個のリングを有する、ことを特徴とする請
求項１に記載の尿管ステント。
【請求項１３】
　前記ひとつ以上の突出部は、ひとつ以上の別個のパッドを有し、前記パッドのそれぞれ
を長手方向に横切る平面は、少なくともひとつの他のパッドを横切り、前記パッドのそれ
ぞれを前記長手方向に垂直な横方向に横切る平面は少なくともひとつの他のパッドを横切
る、ことを特徴とする請求項１に記載の尿管ステント。
【請求項１４】
　ひとつ以上のホールドラインをさらに備え、前記中空ボディが前記外側シース内でデリ
バリ構成にあるとき、前記中空ボディは前記ホールドラインに沿って保持されるように構
成される、請求項２から４のいずれか一項に記載の尿管ステント。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　図５に示すように、デリバリ位置にあるとき、突出部１００は、外側チューブ１１０と
中空ボディ１２との間に配置される。突出部１００は、突出部１００がデリバリ位置にあ
るとき、外側チューブ１１０および中空ボディ１２と実質的に同軸である。突出部１００
は、外側チューブによって印加される半径方向内側（すなわち、中空ボディ１２方向）の
力が、デリバリ位置にあるとき、突出部が外側に突出するのを防止するように、バネ材料
から形成されてよい。突出部１００に対する外側チューブ１１０の移動により、突出部１
００がアパーチャ１２０を通過して突出するように、突出部１００が外側チューブ１１０
上に配置されたアパーチャ１２０とアライメントされ、かつ、展開位置を取る。したがっ
て、外側チューブ１１０からの半径方向内側の力は除去され、突出部１００はその展開位
置を取る。また、突出部１００は、該突出部をアパーチャ１２０とアライメントするよう
に、外側チューブ１１０に対して移動してよいことが想定されている。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　突出部１００は、尿管ステント１０が患者の体内の展開サイトに配備された後でのみ、
展開し、かつ、その展開構成を取る。したがって、例えば、突出部１００は、該突出部１
００がアパーチャ１２０を通じて突出したとき、患者の尿管壁組織内に突出する。これに
より、患者の体内に尿管ステント１０を固定するのが容易になり、尿管ステント１０の逆
行移動を減少／防止することができる。突出部１００が展開した状態で、尿管ステント１
０がもはや必要なくなった後、尿管ステント１０は、展開した突出部１００が伸長する角
度のために、外側チューブ１１０内の突出部１００を引っ張ることなく、患者から除去可
能である。したがって、尿管ステント１０が患者から除去されるとき、突出部１００はそ
の展開位置において展開したままとなる。他の実施形態において、外側チューブ１１０は
、尿管ステント１０が患者から除去される前に、外側チューブ１１０内に突出部１００を
完全に引っ込めるように、突出部１００に対して移動される。
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